
休業手当相当額の２／３休業手当相当額の２／３
ただし、解雇等を行わない場合、障害のただし、解雇等を行わない場合、障害の
ある人に対するものの場合は３／４ある人に対するものの場合は３／４
（３年間で３００日が上限）（３年間で３００日が上限）

休業手当相当額の４／５休業手当相当額の４／５
ただし、解雇等を行わない場合、障害のただし、解雇等を行わない場合、障害の
ある人に対するものの場合は９／１０ある人に対するものの場合は９／１０
（３年間で３００日が上限）（３年間で３００日が上限）

上記の金額に上記の金額に
１人１日4,000円を加算１人１日4,000円を加算
事務所内における訓練は半日単位も可事務所内における訓練は半日単位も可
（ただし半日の場合は１人2,000円）（ただし半日の場合は１人2,000円）

上記の金額に上記の金額に
１人１日6,000円を加算１人１日6,000円を加算
事務所内における訓練は半日単位も可事務所内における訓練は半日単位も可
（ただし半日の場合は１人3,000円）（ただし半日の場合は１人3,000円）

出向元の負担額の２／３の２／３ 出向元の負担額の４／５

経理部
タイプライタ
ふちがみ労務管理センター
社会保険労務士　渕上　美彦
TEL:０８２－２９５－７８７８
FAX:０８２－２９５－７８９７



特定求職者雇用開発助成金

残業削減雇用維持奨励金残業削減雇用維持奨励金
残業時間を削減して雇用の維持等を行うと以下の奨励金がもらえます！残業時間を削減して雇用の維持等を行うと以下の奨励金がもらえます！

１５万円（年３０万円）１５万円（年３０万円） ２２．５万円（年４５万円）２２．５万円（年４５万円）

１５万円（年３０万円）１５万円（年３０万円）１０万円（年２０万円）１０万円（年２０万円）

有期契約労働者　1人につき　注） 派遣労働者　1人につき　　注）

注）ただし、１００人が上限となります。注）ただし、１００人が上限となります。

中小企業

大企業
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（特定就職困難者雇用開発助成金）

（緊急就職支援者雇用開発助成金）

（高年齢者雇用開発特別奨励金）
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